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保育士特定登録取消者管理システムの活用等に関する調査および 

施設情報登録について 

 

本県の障害福祉施策の推進につきまして、日頃より格別の御理解、御協力を

いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、令和６年４月１日の児童福祉法改正により、児童生徒性暴力等を行っ

たことにより保育士登録を取り消された者等の情報を管理する「保育士特定登

録取消者管理システム」を活用することが義務付けられ、運用開始から１年が

経過したことから、各施設 ・事業所における本システムの認知度、利用登録及

び活用状況を把握するための調査への回答を依頼するものです。 

つきましては、本調査の趣旨を御理解いただき、下記により御回答ください

ますようお願いいたします。 

また、システムの利用者情報登録を行っていない施設・事業所におかれまし

ては、「別添３_ 保育士特定登録取消者管理システムの活用の義務について」を

ご確認いただき、別途メール（【神奈川県からのお知らせ】〔その２：登録 URL

記載〕保育士特定登録取消者管理システムの活用等に関する調査および施設情

報登録について（依頼））を送付させていただいておりますので、そちらをご確

認いただきますようお願いします。 

 

◼ 回答方法 

以下の Webアンケートフォームよりアクセスし、御回答をお願いいたします。 

【URL：https://lgn.research-ccng.com/index.php/653542?lang=ja 】 

 

◼ 回答期限 

令和８年２月 13 日（金）まで 

 

◼ 別添資料 

01_ 回答案内（公立）（PDF） 

02_ 回答案内（私立）(PDF) 

03_ 保育士特定登録取消者管理システムの活用の義務について（PDF） 



04_ 【保育士雇用者】保育士特定登録取消者管理システムマニュアル（PDF） 

 

〔問合せ先〕 

① 制度全般について 

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部 

次世代育成課 子育て支援人材グループ 

電話：045-210-4687 

 

② システムの使用方法や技術的な内容について 

株式会社ＣＣＮグループ 

E-mail：hoiku2025@ccn-g.co.jp 

 

 ③ 保育士特定登録取消者管理システムへの登録について 

保育士特定登録取消者管理システムヘルプデスク 

電話: 050-3647-9572 

E-mail：support@hoikusys.sakura.ne.jp 


